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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 以下の会社を新たに連結の範囲に含めております。 

第82期 理研汽車配件(武漢)有限公司       (連結子会社) 

第83期 八重洲技研㈱              (連結子会社)  

３ 以下の会社を連結の範囲から除外しております。 

第82期 モダンインダストリアルプラスチックス社 (連結子会社)  

第83期 ㈱リケンエレテック           (連結子会社)  

４ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準第８号)を適用しております。 

５ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期

会計期間
自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

売上高 (百万円) 41,477 44,240 45,817 88,675 91,272

経常利益 (百万円) 3,943 4,272 4,370 9,549 9,058

中間(当期)純利益 (百万円) 2,133 2,308 1,535 5,659 5,443

純資産額 (百万円) 37,063 44,188 49,224 41,596 47,395

総資産額 (百万円) 82,576 91,062 96,396 88,311 94,522

１株当たり純資産額 (円) 352.96 402.13 449.03 393.83 431.48

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 20.39 21.86 14.62 53.55 51.65

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益

(円) 20.32 21.84 14.61 53.43 51.59

自己資本比率 (％) 44.9 46.5 48.9 47.1 47.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,378 3,911 3,661 10,862 7,639

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,830 △3,313 △2,617 △8,662 △6,360

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,161 △708 △2 △2,134 △509

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 5,180 6,061 8,310 6,090 7,097

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)
3,854

〔1,636〕
3,998

〔1,615〕
4,177

〔1,667〕
3,880

〔1,657〕
4,085

〔1,651〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 純資産額の算定にあたり、平成18年９月中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準第８号)を適用しております。 

３ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

  

回次 第82期中 第83期中 第84期中 第82期 第83期

会計期間
自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日

自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日

自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日

自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日

売上高 (百万円) 35,445 38,358 36,308 76,316 77,892

経常利益 (百万円) 2,730 3,273 2,950 6,068 6,158

中間(当期)純利益 (百万円) 1,653 1,985 1,319 3,727 4,006

資本金 (百万円) 8,573 8,573 8,573 8,573 8,573

発行済株式総数 (株) 106,484,667 106,484,667 106,484,667 106,484,667 106,484,667

純資産額 (百万円) 28,551 31,156 32,970 30,900 32,424

総資産額 (百万円) 66,152 71,492 69,197 70,597 69,583

１株当たり純資産額 (円) 271.91 296.06 313.71 292.47 308.72

１株当たり中間(当期) 
純利益

(円) 15.81 18.80 12.56 35.14 38.01

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益

(円) 15.76 18.79 12.56 35.06 37.97

１株当たり配当額 (円) ― 5.00 5.00 12.00 12.00

自己資本比率 (％) 43.2 43.6 47.6 43.8 46.6

従業員数 
〔外、平均臨時雇用者数〕

(人)
1,502
〔813〕

1,540
〔810〕

1,597
〔766〕

1,469
〔821〕

1,545
〔794〕



２ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社23社(うち海外９社)及び関連会社７社(うち
海外４社)で構成され、ピストンリングを始めとした自動車・産業機械部品及びその他産業向け製品の製
造・販売を主な内容として国内及び海外にてグローバルに事業を営んでおり、更にグループ内外を対象に
したサービス、建設工事等の事業活動を展開しております。 
当中間連結会計期間において、当社グループが営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 
事業の系統図は次のとおりであります。 
  

 

  
当社グループに属する子会社・関連会社の名称、所在地(海外)、事業内容、及び事業セグメントとの関

連は、事業系統図に示したとおりであります。 
当中間連結会計期間末時点において、当社の連結子会社の中で国内の証券市場に公開している会社はあ

りません。 



３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

２ 従業員数欄の(外数)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人数を記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員数を記載しております。 

２ 従業員数欄の(外数)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人数を記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合との間に特に記載すべき事項はありません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(人)

自動車・産業機械部品事業
3,236
(1,216)

その他事業
436
(273)

全社(共通)
505
(178)

合計
4,177
(1,667)

従業員数(人)
1,597
(766)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期における経済環境は、国内では原油価格や原材料価格が高騰致しましたが、企業収益改善に

伴う設備投資の増加、輸出の増加、底堅い個人消費等により、緩やかな景気拡大が続きました。海外で

は、米国のサブプライムローン問題を契機とした国際金融市場の動揺はありましたが、なお米国経済は

底堅さを維持し、中国やインドをはじめとするアジア経済の続伸、欧州経済の拡大等により、世界経済

全体では拡大基調を維持しました。 

自動車産業では、世界的な需要の増加に伴い、日系自動車メーカーの輸出ならびに海外生産は増加し

ましたが、低調な国内販売の影響もあり、国内生産は前年並みとなりました。 

国内の建設・住宅産業については、６月の改正建築基準法施行の影響があり、着工が大きく減少しま

した。 

このような経営環境のもと、当社グループはピストンリング、カムシャフト、シールリングをはじめ

として、品質、技術、価格における競争力強化に努め、お客様のニーズに適った製品の開発・販売に努

めてまいりました。 

尚、７月16日に新潟県中越沖地震が発生し、柏崎地区の事業所及び連結子会社が被災し操業を停止し

ましたが、７月23日に一部の設備を除いて操業を再開、７月末には設備の修復が完了、通常の生産体制

に復旧し、８月以降生産の挽回に努めてまいりました。その結果、自動車関連部品の販売は前年同期比

増加し、連結売上高は458億１千７百万円（前年同期比3.6%増）を計上いたしました。利益面では、販

売単価低下、原材料価格の上昇に対し、製造部門の合理化に努め、営業利益は34億７千５百万円（前年

同期比0.5%増）、経常利益は43億７千万円（前年同期比2.3%増）となりました。中間純利益について

は、新潟県中越沖地震被災に伴う資産の除却、復旧費用等を特別損失として計上したことにより、15億

３千５百万円（前年同期比33.5%減）となりました。 

  

営業部門別概況 

① 自動車・産業機械部品事業セグメント 

自動車・産業機械部品事業では、ピストンリング、カムシャフト、トランスミッション用シールリ

ング、素形材部品、バルブリフター等、当社グループの主力製品を取り扱っております。当中間期

は、震災による一時的な落ち込みはありましたが、ピストンリング、カムシャフト、シールリングの

販売は総じて堅調に推移するとともに、素形材部品の販売が大幅に増加しました。結果として当事業

セグメントの売上高は395億３百万円（前年同期比5.4％増）となりました。営業利益については、販

売単価低下、高品質・高精度化の要求への対応、原材料価格上昇の影響等に対し製造部門の合理化等

に努めた結果、26億１百万円（前年同期比4.7％増）となりました。 

  



② その他事業セグメント 

その他事業では、主として配管機器、電波暗室及び電熱線・工業炉等の熱エンジニアリング製品を

取り扱っております。当中間期は、電熱線等の熱エンジニアリング製品ならびに配管機器の販売は前

年並みとなりましたが、電波暗室の販売は減少しました。その結果、当事業セグメントの売上高は69

億３千５百万円（前年同期比4.6％減）、営業利益は10億３千万円（前年同期比3.2％増）となりまし

た。 

  

所在地別概況 

所在地別セグメントの業績は、日本では電波暗室の販売は減少しましたが自動車部品は堅調に推移

し、売上高はほぼ前年並みの398億４千２百万円（前年同期比0.5％減）となりました。営業利益につ

きましては、減価償却方法変更の影響もあり30億２千７百万円（前年同期比3.4％減）となりまし

た。 

 その他の地域では中国を中心として販売が伸長し、売上高は111億９千７百万円（前年同期比

35.1％増）、営業利益は３億２百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結

会計年度末に比べ12億１千２百万円増加し、当中間連結会計期間末には83億１千万円（前年同期比

37.1％増）となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次

のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、主に税金等調整前中間純利益が30億３

千２百万円、減価償却費26億８千６百万円があった一方で、法人税等の支払額12億８千６百万円があっ

たことなどにより、36億６千１百万円（前年同期比6.4％減）となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、主に設備の増強及び更新等有形固定資

産取得による支出35億４千万円がありましたが、優先出資証券の償還による収入等10億１千万円があっ

たことなどにより、26億１千７百万円（前年同期比21.0％減）となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払額７億５千７百万円の支

出などがありましたが、借入金の７億４千８百万円純増加による収入により、２百万円（前年同期比

99.6％減）となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 金額は、販売価格等によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 
  

 
(注) １ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

は、次のとおりであります。 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

自動車・産業機械部品事業 42,482 ＋3.6

その他事業 4,386 ＋4.7

合計 46,868 ＋3.7

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

自動車・産業機械部品事業 40,649 ＋8.6 9,104 ＋12.1

その他事業 7,559 ＋8.8 2,267 ＋47.0

合計 48,209 ＋8.7 11,372 ＋17.6

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

自動車・産業機械部品事業 39,503 ＋5.4

その他事業 6,314 △6.5

合計 45,817 ＋3.6

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

本田技研工業株式会社 4,557 10.3 4,663 10.2



３ 【対処すべき課題】 

(1) 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループでは今後の持続的な成長を実現するため、2006年度から2008年度までの中期経営計画

「PLAN 2008」を推進しています。本中期計画においては、グローバル化と技術革新のなかにあって、

技術力を徹底して高めることを 大の経営課題と位置づけ、企業価値向上に取り組んでいます。 

  

＜ リケングループ中期経営計画「PLAN 2008」 ＞ 

スローガン 

Think Big, Aim High, and Do Through． 

(大きな思考で、目標高く、やり遂げよう) 

メインテーマ 

『 技術開発強化・グローバル展開による企業価値の持続的成長 』 

中期重点施策 

① 顧客価値を創造する先行技術開発 

② 世界同一・最高品質の実現 

③ ものづくり革新による生産性の飛躍的向上 

④ グローバル事業体制の拡充 

⑤ 人材の確保と育成強化 

⑥ ＣＳＲ推進強化 

  

当社は、経済、環境、社会等の幅広い分野における企業としての責任を果たすことにより、継続的に

企業価値を高めていくことを目指し、コーポレート・ガバナンスの確立を経営上の重要な課題と位置付

けております。会社法に基づく内部統制システム整備に関する基本方針に則り、コンプライアンスの徹

底やリスクマネジメントの充実をはじめとした企業の透明性、効率性、健全性の確保に取り組んでお

り、ＣＳＲ委員会を設置し、内部統制の体制整備に加え、従来から推進している環境保全や社会貢献、

正確で適切な情報開示、ＣＳ（顧客満足創造）等の活動を当社グループ全体で統括し、更なるレベルア

ップを図っています。 

また、当社は平成19年６月、ドイツのマーレ社とグローバルな業務提携に関する覚書に調印致しまし

た。両社は相互の独立性を尊重しつつ、本提携を通じて生産・販売・技術開発の各分野における戦略的

かつグローバルな協力体制を構築し、相互の経営資源の有効活用を図るとともに、シナジー効果を創出

し、より価値の高い製品とサービスの提供、両社の企業価値の向上を図ってまいります。今後、ピスト

ンリング、カムシャフト及び幅広い技術開発にかかわる共同プロジェクトを順次推進致します。 

当社は平成19年７月16日に発生した新潟県中越沖地震により、同地区に所在する当社事業所及び当社

連結子会社において生産ラインが被災し、操業を停止致しましたが、自動車メーカーをはじめ多くの

方々のご支援・ご尽力により、７月末にはすべての設備の修復が完了し、通常の生産体制に復旧しまし

た。８月以降、製品品質に十分留意しながら生産の挽回に努め、現在では生産遅延は解消しておりま

す。 

本震災の教訓・経験を十分に踏まえ、耐震補強等防災対策の推進、生産拠点間の相互補完、在庫保管

方針の再検討等をより一層進め、お客様の視点に立ったさらに充実した危機管理に取り組んでまいりま

す。 

  



(2) 株式会社の支配に関する基本方針について 

当社は、平成19年５月23日開催の当社取締役会において、「当社の財務及び事業の方針の決定を支配

する者の在り方に関する基本方針」（以下、「基本方針」といいます。）を決定するとともに、平成19

年６月28日開催の定時株主総会の承認を得て、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び

事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして「当社株券等の大規模買付行為に関

する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます。）を導入致しました。 

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容、基本方針の実現に

資する取組み及び本プランの内容は次のとおりであります。 

  

＜ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ＞ 

① 基本方針の内容 

当社は、上場会社として、当社の株主の在り方について、株主は市場での自由な取引を通じて決ま

るものと考えています。したがって、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるかどうかの

終的な判断も、株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えます。 

しかし、当社株式の大規模買付行為等の中には、その目的等からみて株主に株式の売却を事実上強

要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が買付内容について判断するための合理的に必要と

なる時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのあ

るものもありえます。このような不適切な大規模買付行為等を行う者は、例外的に、当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。 

  

② 基本方針の実現に資する取組み 

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、上述(1)の中期経営計画「PLAN 2008」の推

進及びコーポレート・ガバナンスの確立に向けた活動をしております。これらの取組みは、今般決定

しました上記①の基本方針の実現にも資するものと考えています。 

  

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための取組み 

ⅰ) 本プランの対象となる当社株券等の買付 

本プランは、特定株主グループの議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株券等の買

付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株券等の買付行為を

対象とし、かかる買付行為を「大規模買付行為」といい、かかる買付行為を行う者を「大規模買付

者」といいます。 

ⅱ) 独立委員会の設置 

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、当社決定の

合理性・公正性を担保するため、独立委員会を設置しております。独立委員会の委員は3名以上と

し、公正で中立的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取

締役、社外監査役または社外有識者のいずれかに該当する者の中から選任します。 



ⅲ) 大規模買付ルールの概要 

大規模買付者が大規模買付行為を行う前に、遵守すべき大規模買付ルールは、取締役会に対し、

大規模買付行為に関する評価検討に必要な情報を提供し、情報の提供後設定する取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間経過後にのみ大規模買付行為が開始されると

いうものです。 

ⅳ) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、買付方法の如何にかかわらず、当

社取締役会は、独立委員会の勧告を 大限尊重したうえで、対抗措置を取ることがあります。 

ⅴ) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、原則として対抗措置は

とりません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様にご判断を委ねます。 

但し、当該大規模買付行為が、会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては

株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、例外的に当社取締役会は、独立委員会の勧

告を 大限尊重したうえで、対抗措置を取ることがあります。 

ⅵ) 本プランの有効期限等 

本プランは、平成19年６月28日開催の第83回定時株主総会の導入承認後、有効期限は平成22年６

月30日までに開催される定時株主総会の終結の時までとなっております。有効期間中であっても株

主総会または取締役会の決議により廃止が可能です。 

  

④ 上記取組みが基本方針に添い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないことについて 

上記②の当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みは、まさに基本方針に

沿うものであり、上記③のとおり本プランの設計に際しては以下の点を十分考慮しており、本プラン

が基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

ⅰ) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

ⅱ) 株主共同の利益をそこなうものではないこと 

ⅲ) 株主意思を反映するものであること 

ⅳ) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、自動車・産業機械部品を主に、低燃費・オイル消費性能向上・排気ガスクリーン化の

実現によって地球環境保護に貢献すべく努力しております。 

当社グループ全体の自動車・産業機械部品事業及びその他事業の各セグメントにおける製品・技術の研

究開発については、当社の研究開発部、リング技術開発部及び各製造部門の製品開発・生産技術部門が行

っております。 

当中間連結会計期間における研究開発費の総額は７億６千２百万円（工業化研究費含む）で、そのうち

自動車・産業機械部品事業７億１千５百万円、その他事業４千７百万円となっております。 

  

各セグメント別の主な研究開発活動内容は次のとおりです。 

  

(1) 自動車・産業機械部品事業 

①低燃費を実現する低フリクション・長寿命ガソリンエンジン用ピストンリングの開発 

②排気ガス規制に対応するディーゼルエンジン用ピストンリングの開発 

③動弁部品、変速機用シールリングの研究開発 

④摺動特性に優れる各種表面処理技術の研究開発 

⑤軽量化、高強度化を実現する足回り部品の研究開発 

⑥車載用ＮＯｘセンサーの研究開発 

  

(2) その他事業 

①施工信頼性が高く長寿命な給水、給湯ステンレス配管システムの開発 

②不燃性で高周波特性に優れた電波暗室用ピラミッド吸収体の開発 

③高温で耐久性に優れたセラミック発熱体の開発 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。 

なお、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 新株予約権 

当社は、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び当社の従

業員に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行しております。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月19日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品 

取引業協会名
内容

普通株式 106,484,667 106,484,667 東京証券取引所市場第一部 ―

計 106,484,667 106,484,667 ― ―

株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 (個) 279 (注)１ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 279,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(譲渡価額) (円)
１個につき807,000 (注)２

(１株当たり807)
同左

新株予約権の行使期間
平成20年８月４日～
平成23年８月３日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格  807
資本組入額 807

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合は
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─



(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により当該新株予約権の目的である株式の数を

調整するものとします。 

 
 ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。 

 また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または

当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率

等に応じ必要と認められる株式数の調整を行うことができます。 

２ 新株予約権割当日後、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権

１個当たりの目的である株式の数を乗じた額とし、調整後の行使価額は、１円未満の端数は切り上げるもの

とします。 

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合 

 
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する

場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券

の転換による場合を除く)する場合 

 
 ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日における当社の発行済株式総数から、

当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とします。 

３ ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)で取締役については、権利行使時に

おいても当社又は当社関係会社の取締役の地位にあることを要するものとする。但し、任期満了による退

任、その他別途定める正当な理由で退任した場合は権利行使をなしうるものとする。また、従業員について

は、権利行使時においても当社の従業員、取締役、監査役、関係会社取締役及び従業員であることを要する

ものとする。但し、定年退職、別途定める正当な理由で退職した場合は権利行使をなしうるものとする。 

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 

③その他の条件は当社取締役会決議に基づき、別途会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」にて定める。 

  

当社は、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、当社の主要国内関係会社社

長に対し、ストック・オプションとして新株予約権を発行しております。 

調整株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数＋１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

株主総会の特別決議日（平成18年６月29日）

中間会計期間末現在
(平成19年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年11月30日)

新株予約権の数 (個) 12 (注)４ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─ ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 (株) 12,000 同左

新株予約権の行使時の払込金額(譲渡価額) (円)
１個につき742,000 (注)５

(１株当たり742)
同左

新株予約権の行使期間
平成20年８月20日～
平成23年８月19日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 (円)

発行価格  742
資本組入額 742

同左

新株予約権の行使の条件 (注)６ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡する場合は
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ─ ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

─ ─



(注) ４ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、1,000株であります。 

なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により当該新株予約権の目的である株式の数を

調整するものとします。 

 
 ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の

数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとします。 

 また、発行日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または

当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率

等に応じ必要と認められる株式数の調整を行うことができます。 

５ 新株予約権割当日後、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権

１個当たりの目的である株式の数を乗じた額とし、調整後の行使価額は、１円未満の端数は切り上げるもの

とします。 

①当社が株式分割又は株式併合を行う場合 

 
②当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当てによる株式の発行及び自己株式を交付する

場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券

の転換による場合を除く)する場合 

 
 ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日における当社の発行済株式総数から、

当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とします。 

６ ①本新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の主

要国内関係会社社長等であることを要するものとする。但し、任期満了による退任、その他別途定める正当

な理由で退任した場合は権利行使をなしうるものとする。 

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 

③その他の条件は当社取締役会決議に基づき、別途会社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当

契約」にて定める。 

  
  
(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

調整株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行(処分)株式数＋１株当たり払込金額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新規発行(処分)株式数

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日 
から 

平成19年９月30日
─ 106,484 ─ 8,573 ─ 6,604



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が11,000株(議決権11個)含ま

れております。 

２ 単元未満株式には当社所有の自己株式762株が含まれております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 4,864 4.57

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 4,603 4.32

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 4,419 4.15

日本トラスティ・サービス信託銀行 

株式会社(信託口)
東京都中央区晴海一丁目８番11号 3,804 3.57

日立金属アドメット株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目９番１号 3,564 3.35

株式会社第四銀行 新潟県新潟市東堀前通七番町1071番地１ 3,202 3.01

日本マスタートラスト信託銀行  

株式会社(信託口)
東京都港区浜松町二丁目11番３号 2,852 2.68

中央三井信託銀行株式会社 東京都港区芝三丁目33番１号 2,617 2.46

全国共済農業協同組合連合会 東京都千代田区平河町二丁目７番９号 2,156 2.02

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 2,001 1.88

計 ― 34,084 32.01

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 1,445,000

― ―

完全議決権株式(その他)
 
普通株式 103,907,000 103,907 ―

単元未満株式
 
普通株式 1,132,667 ― ―

発行済株式総数 106,484,667 ― ―

総株主の議決権 ― 103,907 ―



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価の 高・ 低は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありませ

ん。 

  

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社リケン

東京都千代田区 
九段北一丁目13番５号

1,445,000 ─ 1,445,000 1.36

計 ― 1,445,000 ─ 1,445,000 1.36

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高(円) 742 679 659 707 659 591

低(円) 651 562 597 606 544 540



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間連結財

務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等

規則に基づき、当中間会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）は、改正後の中間財務

諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、前中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）及び前中間会計期間（平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結

会計期間（平成19年４月１日から平成19年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成19年４月１日から平

成19年９月30日まで）は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表

及び中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比

(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 6,367 8,433 7,194

 ２ 受取手形及び売掛金
※２ 
※３

23,372 23,859 24,294

 ３ たな卸資産 10,550 11,627 11,420

 ４ 繰延税金資産 1,272 1,139 1,242

 ５ その他 805 978 594

   貸倒引当金 △35 △36 △34

   流動資産合計 42,334 46.5 46,001 47.7 44,712 47.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※２

  (1) 建物及び構築物 8,972 8,858 8,948

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

16,414 17,893 17,166

  (3) 土地 3,349 3,448 3,411

  (4) 建設仮勘定 1,655 1,536 1,219

  (5) その他 1,320 1,344 1,279

   有形固定資産合計 31,712 34.8 33,080 34.3 32,026 33.9

 ２ 無形固定資産 340 0.4 381 0.4 353 0.4

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 9,888 10,339 10,668

  (2) 長期貸付金 18 16 16

  (3) 繰延税金資産 4,869 4,400 4,838

  (4) 前払年金費用 － 146 －

  (5) 保険積立金 1,357 1,516 1,374

  (6) その他 649 612 636

   貸倒引当金 △108 △98 △105

   投資その他の 
   資産合計

16,674 18.3 16,933 17.6 17,430 18.4

   固定資産合計 48,728 53.5 50,395 52.3 49,810 52.7

   資産合計 91,062 100.0 96,396 100.0 94,522 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比

(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 ※３ 17,091 17,196 17,541

 ２ 短期借入金 ※２ 11,401 12,541 7,486

 ３ 未払法人税等 1,740 913 1,228

 ４ 賞与引当金 2,220 2,156 2,096

 ５ 役員賞与引当金 10 10 30

 ６ その他 ※３ 5,512 5,892 5,523

   流動負債合計 37,976 41.7 38,710 40.1 33,906 35.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 4,851 5,541 9,773

 ２ 繰延税金負債 35 5 24

 ３ 退職給付引当金 3,610 2,552 3,018

 ４ 役員退職慰労引当金 321 272 362

 ５ 負ののれん 3 2 2

 ６ その他 74 87 39

   固定負債合計 8,897 9.8 8,461 8.8 13,220 14.0

   負債合計 46,874 51.5 47,171 48.9 47,127 49.9

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,573 9.4 8,573 8.9 8,573 9.0

 ２ 資本剰余金 6,613 7.3 6,604 6.9 6,604 7.0

 ３ 利益剰余金 28,306 31.1 31,684 32.9 30,902 32.7

 ４ 自己株式 △690 △0.8 △848 △0.9 △872 △0.9

   株主資本合計 42,803 47.0 46,013 47.8 45,207 47.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

365 0.4 276 0.3 334 0.4

 ２ 為替換算調整勘定 △852 △0.9 875 0.9 △238 △0.3

   評価・換算差額等 
   合計

△487 △0.5 1,151 1.2 96 0.1

Ⅲ 新株予約権 2 0.0 18 0.0 10 0.0

Ⅳ 少数株主持分 1,869 2.0 2,041 2.1 2,081 2.2

   純資産合計 44,188 48.5 49,224 51.1 47,395 50.1

   負債純資産合計 91,062 100.0 96,396 100.0 94,522 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
 至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度 

要約連結損益計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 44,240 100.0 45,817 100.0 91,272 100.0

Ⅱ 売上原価 34,897 78.9 36,482 79.6 71,804 78.7

   売上総利益 9,342 21.1 9,334 20.4 19,468 21.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 5,885 13.3 5,858 12.8 11,914 13.0

   営業利益 3,457 7.8 3,475 7.6 7,554 8.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 52 69 117

 ２ 受取配当金 77 91 84

 ３ 持分法による 
   投資利益

583 602 1,150

 ４ 生命保険金 
   及び配当金

54 90 84

 ５ 技術料収入 193 248 368

 ６ 為替差益 71 134 212

 ７ その他 204 1,238 2.8 112 1,349 2.9 287 2,305 2.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 112 161 247

 ２ たな卸資産廃却損 83 74 179

 ３ 固定資産解体費 31 22 73

 ４ その他 195 423 1.0 196 454 1.0 301 801 0.9

   経常利益 4,272 9.6 4,370 9.5 9,058 9.9

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 13 0 25

 ２ 投資有価証券売却益 － 0 164

 ３ 貸倒引当金戻入額 2 4 19

 ４ 企業立地促進事業 
   補助金

195 211 0.5 － 5 0.0 195 404 0.5

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産廃却損 ※２ 64 0 80

 ２ 投資有価証券評価損 － － 1

 ３ 貸倒引当金繰入額 4 － 4

 ４ 役員退職慰労金 26 21 24

 ５ 減損損失 ※３ 42 3 126

 ６ 新潟県中越沖地震 
   震災関連費用

－ 1,318 －

 ７ その他 5 142 0.3 － 1,343 2.9 14 251 0.3

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

4,341 9.8 3,032 6.6 9,211 10.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,766 990 3,179

   法人税等調整額 151 1,917 4.3 556 1,547 3.4 348 3,528 3.9

   少数株主利益 115 0.3 － － 239 0.2

   少数株主損失 － － 49 0.1 － －

   中間(当期)純利益 2,308 5.2 1,535 3.3 5,443 6.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,573 6,613 27,182 △369 41,999

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,266 △1,266

 利益処分による役員賞与 △40 △40

 中間純利益 2,308 2,308

 自己株式の取得 △433 △433

 自己株式の処分 0 112 112

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金増加高

121 121

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ 0 1,123 △320 803

平成18年９月30日残高(百万円) 8,573 6,613 28,306 △690 42,803

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 467 △870 △402 ─ 1,755 43,352

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △1,266

 利益処分による役員賞与 ─ △40

 中間純利益 ─ 2,308

 自己株式の取得 ─ △433

 自己株式の処分 ─ 112

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金増加高

─ 121

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△102 17 △84 2 113 31

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△102 17 △84 2 113 835

平成18年９月30日残高(百万円) 365 △852 △487 2 1,869 44,188



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 30,902 △872 45,207

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734 △734

 中間純利益 1,535 1,535

 自己株式の取得 △19 △19

 自己株式の処分 △17 43 25

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

─

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ ─ 782 24 806

平成19年９月30日残高(百万円) 8,573 6,604 31,684 △848 46,013

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 334 △238 96 10 2,081 47,395

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ─ △734

 中間純利益 ─ 1,535

 自己株式の取得 ─ △19

 自己株式の処分 ─ 25

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△58 1,113 1,055 7 △40 1,023

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△58 1,113 1,055 7 △40 1,829

平成19年９月30日残高(百万円) 276 875 1,151 18 2,041 49,224



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,573 6,613 27,182 △369 41,999

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △1,792 △1,792

 利益処分による役員賞与 △40 △40

 当期純利益 5,443 5,443

 自己株式の取得 △670 △670

 自己株式の処分 △8 △13 167 145

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金増加高

121 121

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

─

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

─ △8 3,719 △502 3,208

平成19年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 30,902 △872 45,207

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 467 △870 △402 ─ 1,755 43,352

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 ─ △1,792

 利益処分による役員賞与 ─ △40

 当期純利益 ─ 5,443

 自己株式の取得 ─ △670

 自己株式の処分 ─ 145

 連結子会社増加に伴う 
 利益剰余金増加高

─ 121

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△133 631 498 10 325 834

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△133 631 498 10 325 4,042

平成19年３月31日残高(百万円) 334 △238 96 10 2,081 47,395



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 4,341 3,032 9,211

 ２ 減価償却費 2,358 2,686 5,134

 ３ 減損損失 42 3 126

 ４ 新潟県中越沖地震震災関連費用 － 1,318 －

 ５ 持分法による投資利益 △583 △602 △1,150

 ６ 退職給付引当金の減少額 △570 △662 △1,227

 ７ 役員退職慰労引当金の増減額 41 △89 82

 ８ 役員賞与引当金の増減額 10 △20 30

 ９ 貸倒引当金の増減額 3 △5 △3

 10 受取利息及び受取配当金 △130 △160 △202

 11 支払利息 112 161 247

 12 為替差益 △22 △9 △47

 13 負ののれん償却額 △0 △0 △1

 14 投資有価証券評価損 － － 1

 15 投資有価証券売却益 － △0 △164

 16 固定資産廃却損 64 0 80

 17 固定資産売却益 △13 △0 △25

 18 売上債権の増減額 △716 543 △1,498

 19 たな卸資産の増加額 △482 △64 △1,179

 20 仕入債務の増減額 1,152 △291 1,723

 21 未払消費税等の増減額 125 △204 237

 22 その他 642 △774 753

   小計 6,373 4,861 12,127

 23 利息及び配当金の受取額 130 620 202

 24 利息の支払額 △114 △150 △228

 25 新潟県中越沖地震震災関連費用の支払額 － △383 －

 26 法人税等の支払額 △2,477 △1,286 △4,461

   営業活動によるキャッシュ・フロー 3,911 3,661 7,639

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金等の預入による支出 △436 △88 △556

 ２ 定期預金等の払戻による収入 247 63 583

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △3,151 △3,540 △6,570

 ４ 有形固定資産の売却による収入 30 131 55

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △1 △0 △2

 ６ 投資有価証券の売却・償還による収入 － 1,010 203

 ７ 無形固定資産等の取得による支出 △11 △51 △67

 ８ 貸付けによる支出 △0 △1 △7

 ９ 貸付金の回収による収入 3 1 11

 10 その他投資活動による支出 △144 △150 △177

 11 その他投資活動による収入 151 8 168

   投資活動によるキャッシュ・フロー △3,313 △2,617 △6,360

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 4,645 5,276 6,959

 ２ 短期借入金の返済による支出 △2,559 △3,749 △8,880

 ３ 長期借入れによる収入 2 － 5,541

 ４ 長期借入金の返済による支出 △1,184 △778 △1,779

 ５ 自己株式の売却による収入 111 24 144

 ６ 自己株式の取得による支出 △432 △17 △668

 ７ 配当金の支払額 △1,265 △735 △1,790

 ８ 少数株主への配当金の支払額 △26 △21 △36

   財務活動によるキャッシュ・フロー △708 △2 △509

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △24 170 132

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △134 1,212 901

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 6,090 7,097 6,090

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 105 － 105

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 6,061 8,310 7,097



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社名

㈱リケンキャステック

理研機械㈱

日本メッキ工業㈱

理研商事㈱

   なお、前連結会計年度におい

て非連結子会社であった八重洲

技研㈱は、重要性が増したこと

により当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めております。

   また、㈱リケンエレテックに

ついては、㈱リケン環境システ

ムを存続会社とする吸収合併方

式で解散したため、当中間連結

会計期間より連結の範囲から除

外しております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社名

㈱リケンキャステック

理研機械㈱

日本メッキ工業㈱

理研商事㈱

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 21社

主要な連結子会社名

㈱リケンキャステック

理研機械㈱

日本メッキ工業㈱

理研商事㈱

   なお、前連結会計年度におい

て非連結子会社であった八重洲

技研㈱は、重要性が増したこと

により当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

   また、㈱リケンエレテックに

ついては、㈱リケン環境システ

ムを存続会社とする吸収合併方

式で解散したため、当連結会計

年度より連結の範囲から除外し

ております。

(2) 非連結子会社の名称

㈱メタル・ケアー

リケンオブアジア社

(2) 非連結子会社の名称

㈱メタル・ケアー

リケンオブアジア社

(2) 非連結子会社の名称

㈱メタル・ケアー

リケンオブアジア社

(3) 非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、中

間純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等がい

ずれも中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであり

ます。

(3) 非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

同左

(3) 非連結子会社について連結の範

囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社で

あり、合計の総資産、売上高、当

期純損益(持分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合う額)等がい

ずれも連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないためでありま

す。

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

１社

㈱メタル・ケアー

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

１社

㈱メタル・ケアー

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社

１社

㈱メタル・ケアー

(2) 持分法適用の関連会社

５社

台湾理研工業股份有限公司

サイアムリケン社

アライドリング社

日研ステンレス継手㈱

シュリラムピストンアンドリン

グ社

(2) 持分法適用の関連会社

５社

台湾理研工業股份有限公司

サイアムリケン社

アライドリング社

日研ステンレス継手㈱

シュリラムピストンアンドリン

グ社

(2) 持分法適用の関連会社

５社

台湾理研工業股份有限公司

サイアムリケン社

アライドリング社

日研ステンレス継手㈱

シュリラムピストンアンドリン

グ社

(3) 持分法を適用していない関連会

社

八重洲貿易㈱他は、それぞれ中

間純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法の

適用から除外しております。

(3) 持分法を適用していない関連会

社

同左

(3) 持分法を適用していない関連会

社

八重洲貿易㈱他は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため持分法の

適用から除外しております。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 持分法を適用した会社のうち、

中間決算日が親会社の中間決算

日と異なる会社の取扱い

持分法を適用した会社のうち、

中間決算日が中間連結決算日と異

なる会社については、当該会社の

中間会計期間に係る中間財務諸表

を使用しております。

(4) 持分法を適用した会社のうち、

中間決算日が親会社の中間決算

日と異なる会社の取扱い

同左

(4) 持分法を適用した会社のうち、

事業年度が親会社の事業年度と

異なる会社の取扱い

持分法を適用した会社のうち、

事業年度が親会社の事業年度と異

なる会社については、当該会社の

事業年度に係る決算財務諸表を使

用しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる子会社

は次のとおりであります。

平成18年６月30日が中間決算日

の会社

リケンコーポレーションオブア

メリカ社

リケンインターナショナル社

リケンオブアメリカ社

大韓理研株式会社

ユーロリケン社

リケンイスパニア社

P.T.パカルティリケンインドネ

シア

理研汽車配件(武漢)有限公司

   中間連結財務諸表作成に当た

っては、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引等につ

いては連結上必要な調整を行っ

ております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、中間決算日

が中間連結決算日と異なる子会社

は次のとおりであります。

平成19年６月30日が中間決算日

の会社

リケンコーポレーションオブア

メリカ社

リケンインターナショナル社

リケンオブアメリカ社

大韓理研株式会社

ユーロリケン社

リケンイスパニア社

P.T.パカルティリケンインドネ

シア

理研汽車配件(武漢)有限公司

   中間連結財務諸表作成に当た

っては、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算日と

の間に生じた重要な取引等につ

いては連結上必要な調整を行っ

ております。

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項

連結子会社のうち、決算日が連

結決算日と異なる子会社は次のと

おりであります。

平成18年12月31日が決算日の会

社

リケンコーポレーションオブア

メリカ社

リケンインターナショナル社

リケンオブアメリカ社

大韓理研株式会社

ユーロリケン社

リケンイスパニア社

P.T.パカルティリケンインドネ

シア

理研汽車配件(武漢)有限公司

   連結財務諸表作成に当たって

は、同日現在の決算財務諸表を

使用し、連結決算日との間に生

じた重要な取引等については連

結上必要な調整を行っておりま

す。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によっ

ております。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①有価証券

満期保有目的の債券

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

 ①有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算期末日の市

場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

その他有価証券

時価のあるもの

 連結決算期末日の市場価

格等に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定)によ

っております。

時価のないもの

 移動平均法による原価法

によっております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

②たな卸資産

主に移動平均法による原価法を

採用しております。

②たな卸資産

同左

②たな卸資産

同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

主として定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用し

ております。

耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する

方法と同一の基準によっておりま

す。

なお、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、主として取得時に全額費

用処理する方法を採用しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

主として定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用し

ております。

耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する

方法と同一の基準によっておりま

す。

なお、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、主として取得時に全額費

用処理する方法を採用しておりま

す。

 (会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法施

行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

これにより税金等調整前中間純

利益が50百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①有形固定資産

主として定率法によっておりま

す。

ただし、平成10年４月１日以降

取得した建物(建物附属設備を除

く)については、定額法を採用し

ております。

耐用年数及び残存価額について

は、主として法人税法に規定する

方法と同一の基準によっておりま

す。

なお、取得価額が10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産につ

いては、主として取得時に全額費

用処理する方法を採用しておりま

す。

 (追加情報)

当社及び国内連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しており

ます。

これにより税金等調整前中間純

利益が148百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

②無形固定資産

定額法によっております。

耐用年数については、主として

法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

なお、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、下記の

基準に基づき計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、下記の

基準に基づき計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、下記の

基準に基づき計上しております。

  ａ 一般債権

    貸倒実績率法によっており

ます。

  ａ 一般債権

同左

  ａ 一般債権

同左

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権

    財務内容評価法によってお

ります。

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権

同左

  ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生

債権

同左

 ②賞与引当金

従業員への賞与の支払いに備え

るため、従業員に対する賞与の支

給見込額のうち、当中間連結会計

期間に帰属する額を計上しており

ます。

 ②賞与引当金

同左

 ②賞与引当金

従業員への賞与の支払に備える

ため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当連結会計年度に

帰属する額を計上しております。

 ③役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき、当中間

連結会計期間に見合う分を計上し

ております。

 (会計方針の変更)

当中間連結会計期間より「役員

賞与に関する会計基準」(企業会

計基準委員会 平成17年11月29日

企業会計基準第４号)を適用して

おります。

これにより税金等調整前中間純

利益は10百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。

 ③役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき、当中間

連結会計期間に見合う分を計上し

ております。

 ③役員賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、役

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、当連結会計年度にお

ける支給見込額に基づき、当連結

会計年度に見合う分を計上してお

ります。

 (会計方針の変更)

当連結会計年度より「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用してお

ります。

これにより税金等調整前当期純

利益は30百万円減少しておりま

す。

なお、セグメント情報に与える

影響は、当該箇所に記載しており

ます。



前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 ④退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生時の翌連結会計

年度から費用処理することとして

おります。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理することとしており

ます。

 ④退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

～15年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生時の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理することとしており

ます。

 ④退職給付引当金

従業員等の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末にお

いて発生していると認められる額

を計上しております。

数理計算上の差異は、各連結会

計年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数(10

～15年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生時の翌連結

会計年度から費用処理することと

しております。

過去勤務債務は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より費用処理することとしており

ます。

 ⑤役員退職慰労引当金

親会社は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく

中間連結会計期間末要支給額を計

上しております。

 ⑤役員退職慰労引当金

同左

 ⑤役員退職慰労引当金

親会社は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上し

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンスリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

特例処理を採用しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

同左

 ②ヘッジ手段

   金利スワップ

 ②ヘッジ手段

同左

 ②ヘッジ手段

同左

 ③ヘッジ対象

   借入金利息

 ③ヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ対象

同左

 ④ヘッジ方針

デリバティブ取引についての基

本方針は経営会議で決定され、取

引権限及び取引限度額を定めた社

内規定を設け、金利変動リスクを

回避する目的で、金利スワップ取

引を利用することとしておりま

す。

 ④ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジ方針

同左

 ⑤ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては、特例

処理の要件を満たしているため、

ヘッジ有効性判定を省略しており

ます。

 ⑤ヘッジ有効性評価の方法

同左

 ⑤ヘッジ有効性評価の方法

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜方式によってお

ります。

(6) その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

(6) その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期の到来す

る流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない短期

的な投資からなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は42,315百万円でありま

す。

なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結財務諸表は、改正後の

中間連結財務諸表規則により作成し

ております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は45,303百万円でありま

す。

なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正）

当中間連結会計期間から、改正後

の「自己株式及び準備金の額の減少

等に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準第１号)及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 終改正平成18年８

月11日 企業会計基準適用指針第２

号)を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

───── （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正）

当連結会計年度から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号)

を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

（ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当中間連結会計期間から「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月27日 企業会計基準第８号)

及び「ストック・オプション等に関

する会計基準の適用指針」(企業会

計基準委員会 終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11

号)を適用しております。

これにより税金等調整前中間純利

益が２百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

───── （ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当連結会計年度から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利

益が10百万円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。



次へ 

表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負の

のれん」と表示しております。

─────

（中間連結キャッシュ・フロー）

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から

「負ののれん償却額」と表示しております。

─────



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 66,620百万円

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 70,941百万円

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 68,854百万円

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

※２ 担保に供している資産並びに

担保付債務は次のとおりであ

ります。

現金及び預金 20百万円 (   ─百万円)

建物及び 
構築物

375 〃 (  375 〃 )

機械装置 
及び運搬具

1,077 〃 ( 1,074 〃 )

土地 720 〃 (  720 〃 )

合計 2,193百万円 ( 2,169百万円)
 

建物及び 
構築物

288百万円 (  288百万円)

機械装置 
及び運搬具

699 〃 (  695 〃 )

土地 602 〃 (  602 〃 )

合計 1,589百万円 (1,585百万円)
 

建物及び
構築物

277百万円 ( 277百万円)

機械装置
及び運搬具

675 〃 ( 675 〃 )

土地 579 〃 (579 〃 )

合計 1,532百万円 (1,532百万円)

短期借入金 590百万円 (   18百万円)

長期借入金 170 〃 (  168 〃 )

割引手形 60 〃 (   ─ 〃 )

合計 821百万円 (  187百万円)

短期借入金 261百万円 ( 33百万円)

長期借入金 503 〃 ( 138  〃 )

割引手形 3 〃 (  ―  〃 )

合計 768百万円 ( 171百万円)

短期借入金 273百万円 (273 百万円)

長期借入金 485 〃 (485   〃 )

割引手形 22 〃 ( ―  〃 )

合計 781百万円 ( 758百万円)

  上記のうち( )内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してお

ります。

  上記のうち( )内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してお

ります。

  上記のうち( )内書は工場財団

抵当並びに当該債務を示してお

ります。

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

保証先 保証額

保証債務

従業員住宅ローン 
保証残高

121百万円

保証先 保証額

保証債務

従業員住宅ローン
保証残高

112百万円

保証先 保証額

保証債務

従業員住宅ローン
保証残高

117百万円

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は７百万円であります。

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は12百万円であります。

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は８百万円であります。

※ 受取手形裏書譲渡高は15百万円

であります。

※ 受取手形裏書譲渡高は41百万円

であります。

※     ─────

※ 受取手形割引高は124百万円で

あります。

※ 受取手形割引高は99百万円であ

ります。

※ 受取手形割引高は135百万円で

あります。

※３ 中間連結会計期間末日満期手

形

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。

受取手形 192百万円

支払手形 1,089百万円

設備関係支払手形 41百万円

※３ 中間連結会計期間末日満期手

形

   中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理をして

おります。

   なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日

満期手形が、中間連結会計期間

末残高に含まれております。

受取手形 457百万円

支払手形 952百万円

設備関係支払手形 4百万円
 

※３ 連結会計年度末日満期手形  

   連結会計年度末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。

   なお、当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形

が、連結会計年度末残高に含ま

れております。

受取手形 229百万円

支払手形 1,053百万円

設備関係支払手形 136百万円



次へ 

(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

荷造費及び 
運賃

1,287百万円

役員従業員 
給与及び手当

1,658 〃

退職給付費用 52 〃

役員賞与 
引当金繰入額

10 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

荷造費及び
運賃

1,294百万円

役員従業員
給与及び手当

1,960 〃

退職給付費用 35 〃

役員賞与
引当金繰入額

20 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの

荷造費及び 
運賃

2,654百万円

役員従業員 
給与及び手当

3,344 〃

退職給付費用 98 〃

役員賞与
引当金繰入額

30 〃

※２ 固定資産売却益の主なもの

は、親会社の機械装置及び運

搬具の売却によるものであり

ます。

固定資産廃却損の主なもの

は、親会社の機械装置及び運

搬具の廃却によるものであり

ます。

※２ 固定資産売却益の主なもの

は、子会社のその他（工具）

の売却によるものでありま

す。

固定資産廃却損の主なもの

は、親会社の機械装置及び運

搬具の廃却によるものであり

ます。

※２ 固定資産売却益の主なもの

は、子会社のその他（工具）

の売却によるものでありま

す。

固定資産廃却損の主なもの

は、親会社の機械装置及び運

搬具の廃却によるものであり

ます。

 

※３ 減損損失

当社グループは、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休
建物及び 
構築物

新潟県 
柏崎市

5

遊休
機械装置 
及び運搬具

新潟県  
柏崎市

24

遊休
機械装置  
及び運搬具

埼玉県  
熊谷市

11

計 42

（経緯）

上記の資産は遊休状態となり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

正味売却価額、不動産鑑定評価基

準

 

※３ 減損損失

当社グループは、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

遊休
機械装置 
及び運搬具

新潟県
柏崎市

3

計 3

（経緯）

上記の資産は遊休状態となり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

正味売却価額、不動産鑑定評価基

準

 

※３ 減損損失

当社グループは、以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しまし

た。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休
建物及び
構築物

新潟県 
柏崎市

8

遊休
機械装置
及び運搬具

新潟県 
柏崎市

60

遊休
機械装置
及び運搬具

埼玉県 
熊谷市

24

遊休 その他
新潟県 
柏崎市

31

計 126

（経緯）

上記の資産は遊休状態であり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

正味売却価額、不動産鑑定評価基

準



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、市場からの買受け536,000株と単元未満株式の買取り28,496株によるもので

あります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使274,000株と単元未満株式の買増請求1,161株による

ものであります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成13年６月新株引受権の減少は、権利行使及び権利失効によるものであります。 

平成14年６月新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

３ 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 106,484,667 ─ ─ 106,484,667

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 966,396 564,496 275,161 1,255,731

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
(百万円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成13年６月28日  
定時株主総会決議  
「新株引受権」

普通株式 317,000 ― 317,000 ─ ─

平成14年６月27日  
定時株主総会決議  
「第１回新株予約権」

普通株式 183,000 ─ 9,000 174,000 ─

平成18年ストック・オ
プションとしての新株
予約権

― ― ― ― ― 2

合計 500,000 ─ 326,000 174,000 2

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,266 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成18年11月15日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 526 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取り30,409株によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使72,000株と単元未満株式の買増請求2,404株による

ものであります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年６月新株予約権の減少は、権利行使及び権利失効によるものであります。 

３ 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後とな

るもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 106,484,667 ─ ─ 106,484,667

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 1,489,757 30,409 74,404 1,445,762

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成14年６月27日  
定時株主総会決議  
「第１回新株予約権」

普通株式 78,000 ─ 78,000 ─ ─

平成18年ストック・オ
プションとしての新株
予約権

─ ─ ─ ─ ─ 18

合計 78,000 ─ 78,000 ─ 18

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 734 7.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 525 5.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、市場からの買受け836,000株と単元未満株式の買取り59,457株によるもので

あります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使370,000株と単元未満株式の買増請求2,096株による

ものであります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成13年６月新株引受権の減少は、権利行使及び権利失効によるものであります。 

平成14年６月新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

３ 平成18年ストック・オプションとしての新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
  
４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 106,484,667 ─ ─ 106,484,667

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 966,396 895,457 372,096 1,489,757

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計 
年度末

提出会社

平成13年６月28日  
定時株主総会決議  
「新株引受権」

普通株式 317,000 ― 317,000 ─ ─

平成14年６月27日  
定時株主総会決議  
「第１回新株予約権」

普通株式 183,000 ─ 105,000 78,000 ─

平成18年ストック・オ
プションとしての新株
予約権

― ― ― ― ― 10

合計 500,000 ─ 422,000 78,000 10

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,266 12.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月15日  
取締役会

普通株式 526 5.00 平成18年９月30日 平成18年12月11日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 734 7.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日



前へ   次へ 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘
定

6,367百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金等

△305 〃

現金及び現金同
等物

6,061百万円

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘
定

8,433百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金等

△122 〃

現金及び現金同
等物

8,310百万円

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘
定

7,194百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金等

△96 〃

現金及び現金同
等物

7,097百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

1,278 907 370

有形固定
資産 
その他

111 56 54

無形固定
資産

65 41 24

合計 1,455 1,005 450

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

1,299 1,008 291

有形固定
資産 
その他

102 54 48

無形固定
資産

76 41 35

合計 1,479 1,103 375

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械装置
及び 
運搬具

1,185 910 275

有形固定
資産 
その他

241 109 132

無形固定
資産

74 35 39

合計 1,502 1,054 447

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定しております。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 167百万円

１ 年 超 282 〃

 合計 450百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 172百万円

１ 年 超 203 〃

 合計 375百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 175百万円

１ 年 超 272 〃

合計 447百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 90百万円

(2) 減価償却費相当額 90 〃

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 90百万円

(2) 減価償却費相当額 90 〃

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 184百万円

(2) 減価償却費相当額 184 〃

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失

はありません。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



(有価証券関係) 
前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  
２ 時価のない主な有価証券の内容 

  

 
  
  

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  
２ 時価のない主な有価証券の内容 
  

 
  

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 306 947 640

(2) 債券 ─ ─ ─

合計 306 947 640

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

その他 ─

(2) その他有価証券

非上場株式 2,629

その他 2

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借

対照表計上額(百万円)
差額(百万円)

(1) 株式 258 658 399

(2) 債券 ─ ─ ─

合計 258 658 399

種類
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

その他 ─

(2) その他有価証券

非上場株式 1,629

その他 2



前連結会計年度末(平成19年３月31日) 
１ その他有価証券で時価のあるもの 
  

 
  
２ 時価のない主な有価証券の内容 
  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。 

前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き、該当事項はありません。 

  

種類 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(1) 株式 267 749 481

(2) 債券 ─ ─ ─

合計 267 749 481

種類
連結貸借対照表計上額

(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

その他 ─

(2) その他有価証券

非上場株式 2,629

その他 2



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  ２百万円 

  

２ 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

１ ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  ７百万円 

  

２ 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容 

該当事項はありません。 

  

会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成18年６月29日
定時株主総会決議  

「第２回新株予約権」

平成18年６月29日 
定時株主総会決議  

「第３回新株予約権」

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役   14
従業員管理職 194

主要国内関係会社社長 ８

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 279,000 普通株式  12,000

付与日 平成18年８月３日 平成18年８月19日

権利確定条件

 取締役については、権利行使時に
おいても当社又は当社関係会社の取
締役の地位にあることを要するもの
とする。ただし、任期満了による退
任、その他別途定める正当な理由で
退任した場合は権利行使をなしうる
ものとする。また、従業員について
は、権利行使時においても当社の従
業員、取締役、監査役、関係会社取
締役及び従業員であることを要する
ものとする。ただし、定年退職、別
途定める正当な理由で退職した場合
は権利行使をなしうるものとする。

権利行使時においても当社の主要
国内関係会社社長等であることを要
するものとする。ただし、任期満了
による退任、その他別途定める正当
な理由で退任した場合は権利行使を
なしうるものとする。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
平成20年８月４日

 ～平成23年８月３日
平成20年８月20日 

 ～平成23年８月19日

権利行使価格(円) 807 742

付与日における公正な評価単価(円) 104 164



前へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用  10百万円 

  

２ 当連結会計年度に付与したストック・オプションの内容 

 
  

会社 提出会社 提出会社

決議年月日
平成18年６月29日
定時株主総会決議  

「第２回新株予約権」

平成18年６月29日 
定時株主総会決議  

「第３回新株予約権」

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役   14
従業員管理職 194

主要国内関係会社社長 ８

株式の種類及び付与数(株) 普通株式 279,000 普通株式  12,000

付与日 平成18年８月３日 平成18年８月19日

権利確定条件

 取締役については、権利行使時に
おいても当社又は当社関係会社の取
締役の地位にあることを要するもの
とする。ただし、任期満了による退
任、その他別途定める正当な理由で
退任した場合は権利行使をなしうる
ものとする。また、従業員について
は、権利行使時においても当社の従
業員、取締役、監査役、関係会社取
締役及び従業員であることを要する
ものとする。ただし、定年退職、別
途定める正当な理由で退職した場合
は権利行使をなしうるものとする。

権利行使時においても当社の主要
国内関係会社社長等であることを要
するものとする。ただし、任期満了
による退任、その他別途定める正当
な理由で退任した場合は権利行使を
なしうるものとする。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
平成20年８月４日

 ～平成23年８月３日
平成20年８月20日 

 ～平成23年８月19日

権利行使価格(円) 807 742

付与日における公正な評価単価(円) 104 164



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、販売市場別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 
３ 会計処理の変更 

   当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「自動車・産業

機械部品事業」については営業費用を８百万円多く計上し(営業利益は同額減少)、「その他事業」について

は営業費用を１百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。 

   当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更により、従来

の方法によった場合に比べ、「自動車・産業機械部品事業」については営業費用を２百万円多く計上し(営

業利益は同額減少)、「その他事業」については営業費用を０百万円多く計上しております(営業利益は同額

減少)。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

自動車・産業 
機械部品事業 
(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

37,486 6,754 44,240 ― 44,240

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 516 516 (516) ―

計 37,486 7,270 44,757 (516) 44,240

営業費用 35,002 6,271 41,274 (491) 40,782

営業利益 2,484 998 3,482 (25) 3,457

(1) 自動車・産業機械部品事業……… ピストンリング、カムシャフト、バルブリフター、バルブシート、

シールリング、ナックル

(2) その他事業………………………… 鋼管用継手、ステンレス管用継手、電熱線、工業炉、焼却炉、電波

暗室用電波吸収体等

自動車・産業 
機械部品事業 
(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

39,503 6,314 45,817 ― 45,817

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 621 621 (621) ―

計 39,503 6,935 46,439 (621) 45,817

営業費用 36,902 5,904 42,806 (465) 42,341

営業利益 2,601 1,030 3,632 (156) 3,475



(注) １ 事業区分は、販売市場別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 
３ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「自動車・産業機械部品事業」については営業費

用を46百万円多く計上し(営業利益は同額減少)、「その他事業」については営業費用を４百万円多く計上し

ております(営業利益は同額減少)。 

  また、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより、「自動車・産業

機械部品事業」については営業費用を125百万円多く計上し(営業利益は同額減少)、「その他事業」につい

ては営業費用を23百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、販売市場別区分によっております。 

２ 各事業の主な製品 

 
３ 会計処理の変更 

   当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「自動車・産業機械

部品事業」については営業費用を26百万円多く計上し(営業利益は同額減少)、「その他事業」については営

業費用を３百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。 

   当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更により、従来の方

法によった場合に比べ、「自動車・産業機械部品事業」については営業費用を９百万円多く計上し(営業利

益は同額減少)、「その他事業」については営業費用を１百万円多く計上しております(営業利益は同額減

少)。 

  

(1) 自動車・産業機械部品事業……… ピストンリング、カムシャフト、バルブリフター、バルブシート、

シールリング、素形材部品等

(2) その他事業………………………… 鋼管用継手、ステンレス管用継手、電熱線、工業炉、電波暗室、  

電波吸収体等

自動車・産業 
機械部品事業 
(百万円)

その他事業

(百万円)

計

(百万円)

消去
又は全社 
(百万円)

連結

(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

77,691 13,581 91,272 ─ 91,272

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 1,018 1,018 (1,018) ─

計 77,691 14,599 92,291 (1,018) 91,272

営業費用 72,250 12,411 84,662 (944) 83,718

営業利益 5,440 2,188 7,628 (74) 7,554

(1) 自動車・産業機械部品事業……… ピストンリング、カムシャフト、バルブリフター、バルブシート、

シールリング、ナックル等

(2) その他事業………………………… 鋼管用継手、ステンレス管用継手、電熱線、工業炉、電波暗室、 

電波吸収体等



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン、インドネシア、大韓民国、中国 

３ 会計処理の変更 

   当中間連結会計期間から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業

会計基準第４号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「日本」につい

ては営業費用を10百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。なお、「その他の地域」に関して

は、影響ありません。 

   当中間連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更により、従来

の方法によった場合に比べ、「日本」については営業費用を２百万円多く計上しております(営業利益は同

額減少)。なお、「その他の地域」に関しては、影響ありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン、インドネシア、大韓民国、中国 

３ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載のとおり、当中間連結会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「日本」については営業費用を50百万円多く計上

しております(営業利益は同額減少)。 

  また、平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これにより、「日本」につい

ては営業費用を148百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。 

  

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

36,312 7,928 44,240 ― 44,240

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,735 358 4,094 (4,094) ―

計 40,048 8,286 48,334 (4,094) 44,240

営業費用 36,913 7,991 44,904 (4,121) 40,782

営業利益 3,135 294 3,430 27 3,457

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

35,159 10,658 45,817 ― 45,817

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,683 539 5,222 (5,222) ―

計 39,842 11,197 51,040 (5,222) 45,817

営業費用 36,814 10,895 47,710 (5,369) 42,341

営業利益 3,027 302 3,329 146 3,475



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン、インドネシア、大韓民国、中国 

３ 会計処理の変更 

   当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計

基準第４号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、「日本」については

営業費用を30百万円多く計上しております(営業利益は同額減少)。なお、「その他の地域」に関しては、影

響ありません。 

   当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第８号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成18年５月31日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。この変更により、従来の方

法によった場合に比べ、「日本」については営業費用を10百万円多く計上しております(営業利益は同額減

少)。なお、「その他の地域」に関しては、影響ありません。 

  

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

74,123 17,149 91,272 ─ 91,272

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

8,645 941 9,586 (9,586) ─

計 82,768 18,090 100,859 (9,586) 91,272

営業費用 75,711 17,468 93,179 (9,461) 83,718

営業利益 7,057 622 7,679 (125) 7,554



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：インドネシア、大韓民国、タイ、中国、台湾他 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：インドネシア、大韓民国、タイ、中国、台湾他 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

アジア：インドネシア、大韓民国、タイ、中国、台湾他 

その他の地域：アメリカ、ドイツ、スペイン他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,029 7,135 13,165

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 44,240

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.6 16.1 29.7

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 6,747 7,624 14,371

Ⅱ 連結売上高(百万円) ― ― 45,817

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 14.7 16.6 31.3

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 12,666 14,367 27,034

Ⅱ 連結売上高(百万円) ─ ─ 91,272

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.9 15.7 29.6



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(注) ２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 402.13円 １株当たり純資産額 449.03円 １株当たり純資産額 431.48円

１株当たり中間純利益 21.86円 １株当たり中間純利益 14.62円 １株当たり当期純利益 51.65円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

21.84円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

14.61円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

51.59円

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の 
純資産の部の合計額(百万円)

44,188 49,224 47,395

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の 
純資産の部の合計額から控除する額(百
万円)
新株予約権
少数株主持分

2
1,869

18
2,041

10
2,081

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(百万円)

42,315 47,165 45,303

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
中間期末(期末)の普通株式の数(千株)

105,228 105,038 104,994

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間連結損益計算書(連結損益計算書) 
上の中間(当期)純利益(百万円)

2,308 1,535 5,443

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益 
(百万円)

2,308 1,535 5,443

期中平均株式数(千株) 105,580 105,024 105,399

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に用いられた普通株式増加数
の内容(千株)
新株予約権 102 15 125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益の算定
に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新
株予約権の数279個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。

新株予約権２種類(新
株予約権の数291個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。

新株予約権１種類(新
株予約権の数279個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比

(％)

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,839 1,826 1,975

 ２ 受取手形 ※２ 3,085 2,672 3,333

 ３ 売掛金 21,065 18,404 19,547

 ４ たな卸資産 6,050 6,165 5,650

 ５ 繰延税金資産 818 726 712

 ６ その他 1,501 2,080 1,431

   貸倒引当金 － △1 －

   流動資産合計 34,360 48.1 31,873 46.1 32,650 46.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 5,799 5,656 5,780

  (2) 機械及び装置 10,145 11,131 10,646

  (3) その他 3,937 4,101 3,537

   有形固定資産合計 19,882 27.8 20,890 30.2 19,964 28.7

 ２ 無形固定資産 169 0.2 169 0.2 153 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 3,466 2,199 3,269

  (2) 関係会社株式 6,110 6,110 6,110

  (3) 繰延税金資産 4,191 3,875 4,106

  (4) 前払年金費用 － 146 －

  (5) その他 3,395 4,012 3,408

   貸倒引当金 △84 △78 △80

   投資その他の 
   資産合計

17,080 23.9 16,265 23.5 16,814 24.2

   固定資産合計 37,132 51.9 37,324 53.9 36,932 53.1

   資産合計 71,492 100.0 69,197 100.0 69,583 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度 

要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比

(％)

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※２ 5,216 2,680 5,539

 ２ 買掛金 7,167 9,377 6,856

 ３ 短期借入金 12,060 10,322 6,042

 ４ 未払費用 800 814 804

 ５ 未払法人税等 1,297 488 559

 ６ 賞与引当金 1,540 1,446 1,403

 ７ 役員賞与引当金 10 10 30

 ８ その他 ※２ 5,292 5,182 5,050

   流動負債合計 33,386 46.7 30,322 43.8 26,286 37.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 4,610 5,008 9,259

 ２ 退職給付引当金 1,222 － 525

 ３ 投資損失引当金 473 473 473

 ４ 債務保証損失引当金 323 151 252

 ５ 役員退職慰労引当金 321 272 362

   固定負債合計 6,950 9.7 5,905 8.6 10,872 15.6

   負債合計 40,336 56.4 36,227 52.4 37,159 53.4

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,573 12.0 8,573 12.4 8,573 12.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 6,604 6,604 6,604

  (2) その他資本剰余金 8 － －

   資本剰余金合計 6,613 9.3 6,604 9.5 6,604 9.5

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 1,457 1,457 1,457

  (2) その他利益剰余金

    任意積立金 12,510 15,301 12,505

    繰越利益剰余金 2,344 1,601 3,830

   利益剰余金合計 16,312 22.8 18,361 26.5 17,794 25.6

 ４ 自己株式 △690 △1.0 △848 △1.2 △872 △1.3

   株主資本合計 30,809 43.1 32,690 47.2 32,100 46.1

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

344 0.5 261 0.4 313 0.5

   評価・換算差額等 
   合計

344 0.5 261 0.4 313 0.5

Ⅲ 新株予約権 2 0.0 18 0.0 10 0.0

   純資産合計 31,156 43.6 32,970 47.6 32,424 46.6

   負債純資産合計 71,492 100.0 69,197 100.0 69,583 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度 

要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 38,358 100.0 36,308 100.0 77,892 100.0

Ⅱ 売上原価 31,411 81.9 30,156 83.1 64,020 82.2

   売上総利益 6,947 18.1 6,152 16.9 13,872 17.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,259 11.1 3,982 11.0 8,420 10.8

   営業利益 2,687 7.0 2,170 5.9 5,451 7.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 915 2.4 1,147 3.2 1,390 1.8

Ⅴ 営業外費用 ※２ 329 0.9 367 1.0 683 0.9

   経常利益 3,273 8.5 2,950 8.1 6,158 7.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 291 0.8 103 0.3 529 0.7

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

94 0.2 1,012 2.8 176 0.2

   税引前中間(当期) 
   純利益

3,469 9.1 2,042 5.6 6,511 8.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,294 487 1,996

   法人税等調整額 190 1,484 3.9 235 722 2.0 508 2,504 3.3

   中間(当期)純利益 1,985 5.2 1,319 3.6 4,006 5.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  
 (注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益
剰余金

利益剰余金 
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 8 6,613 1,457 14,175 15,633 △369 30,450

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 － △1,266 △1,266 △1,266

 利益処分による役員賞与 － △40 △40 △40

 中間純利益 － 1,985 1,985 1,985

 自己株式の取得 － － △433 △433

 自己株式の処分 0 0 － 112 112

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

－ － －

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － 0 0 － 679 679 △320 358

平成18年９月30日残高(百万円) 8,573 6,604 8 6,613 1,457 14,854 16,312 △690 30,809

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 450 450 － 30,900

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 － △1,266

 利益処分による役員賞与 － △40

 中間純利益 － 1,985

 自己株式の取得 － △433

 自己株式の処分 － 112

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△105 △105 2 △103

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△105 △105 2 255

平成18年９月30日残高(百万円) 344 344 2 31,156

項 目
配当引当 
積立金

海外事業 

積立金

収用圧縮 

積立金

買換資産 

圧縮積立金

保険差益 

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,000 4,200 13 85 28 2,800 4,049 14,175

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △1,266 △1,266

 利益処分による役員賞与 △40 △40

 中間純利益 1,985 1,985

 利益処分による  
 圧縮積立金取崩額

△2 △6 △1 11 －

 圧縮積立金取崩額 △1 △2 △0 4 －

 利益処分による 
 海外事業積立金の積立

800 △800 －

 利益処分による  
 別途積立金の積立

1,600 △1,600 －

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ 800 △3 △9 △2 1,600 △1,704 679

平成18年９月30日残高(百万円) 3,000 5,000 9 75 25 4,400 2,344 14,854



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  
 (注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益
剰余金

利益剰余金 
合計

平成19年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 － 6,604 1,457 16,336 17,794 △872 32,100

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 － △734 △734 △734

 中間純利益 － 1,319 1,319 1,319

 自己株式の取得 － － △19 △19

 自己株式の処分 － △17 △17 43 25

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

－ － －

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

－ － － － － 566 566 24 590

平成19年９月30日残高(百万円) 8,573 6,604 － 6,604 1,457 16,903 18,361 △848 32,690

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 313 313 10 32,424

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 － △734

 中間純利益 － 1,319

 自己株式の取得 － △19

 自己株式の処分 － 25

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△52 △52 7 △44

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△52 △52 7 546

平成19年９月30日残高(百万円) 261 261 18 32,970

項 目
配当引当 
積立金

海外事業 

積立金

収用圧縮 

積立金

買換資産 

圧縮積立金

保険差益 

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,000 5,000 8 72 24 4,400 3,830 16,336

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △734 △734

 中間純利益 1,319 1,319

 自己株式の処分 △17 △17

 圧縮積立金取崩額 △0 △2 △0 4 －

 配当引当積立金の積立 600 △600 －

 海外事業積立金の積立 1,000 △1,000 －

 別途積立金の積立 1,200 △1,200 －

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

600 1,000 △0 △2 △0 1,200 △2,229 566

平成19年９月30日残高(百万円) 3,600 6,000 7 70 23 5,600 1,601 16,903



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  
 (注) その他利益剰余金の内訳 

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金
その他利益
剰余金

利益剰余金 
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 8 6,613 1,457 14,175 15,633 △369 30,450

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 － △1,792 △1,792 △1,792

 利益処分による役員賞与 － △40 △40 △40

 当期純利益 － 4,006 4,006 4,006

 自己株式の取得 － － △670 △670

 自己株式の処分 △8 △8 △13 △13 167 145

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

－ － －

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

－ － △8 △8 － 2,160 2,160 △502 1,649

平成19年３月31日残高(百万円) 8,573 6,604 － 6,604 1,457 16,336 17,794 △872 32,100

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 450 450 － 30,900

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 － △1,792

 利益処分による役員賞与 － △40

 当期純利益 － 4,006

 自己株式の取得 － △670

 自己株式の処分 － 145

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)

△136 △136 10 △126

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

△136 △136 10 1,523

平成19年３月31日残高(百万円) 313 313 10 32,424

項 目
配当引当 
積立金

海外事業 

積立金

収用圧縮 

積立金

買換資産 

圧縮積立金

保険差益 

圧縮積立金

別途 

積立金

繰越利益 

剰余金
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,000 4,200 13 85 28 2,800 4,049 14,175

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △1,792 △1,792

 利益処分による役員賞与 △40 △40

 当期純利益 4,006 4,006

 自己株式の処分 △13 △13

 利益処分による  
 圧縮積立金取崩額

△2 △6 △1 11 －

 圧縮積立金取崩額 △2 △5 △1 9 －

 利益処分による 
 海外事業積立金の積立

800 △800 －

 利益処分による  
 別途積立金の積立

1,600 △1,600 －

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

－ 800 △4 △12 △3 1,600 △218 2,160

平成19年３月31日残高(百万円) 3,000 5,000 8 72 24 4,400 3,830 16,336



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

     償却原価法(定額法)によ

っております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  ① 満期保有目的の債券

同左

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

     移動平均法による原価法

によっております。

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ③ その他有価証券

     時価のあるもの

      中間決算期末日の市場

価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定)によ

っております。

  ③ その他有価証券

     時価のあるもの

同左

  ③ その他有価証券

     時価のあるもの

      決算期末日の市場価格

等に基づく時価法(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定)によってお

ります。

     時価のないもの

      移動平均法による原価

法によっております。

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産

    製品、原材料、仕掛品、貯

蔵品とも移動平均法による原

価法を採用しております。

 (2) たな卸資産

同左

 (2) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備は除く。)については、

定額法を採用しております。

    耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によってお

ります。

    なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却

資産については、取得時に全

額費用処理する方法を採用し

ております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備は除く。)については、

定額法を採用しております。

    耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によってお

ります。

    なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却

資産については、取得時に全

額費用処理する方法を採用し

ております。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

    定率法によっております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得した建物(建物附属

設備は除く。)については、

定額法を採用しております。

    耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する

方法と同一の基準によってお

ります。

    なお、取得価額が10万円以

上20万円未満の少額減価償却

資産については、取得時に全

額費用処理する方法を採用し

ております。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３

月30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、当中間会計期間より、平

成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。

これにより税引前中間純利益が

33百万円減少しております。

 (追加情報)

法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により

取得価額の５％に到達した事業年

度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

これにより税引前中間純利益が

118百万円減少しております。

 (2) 無形固定資産

    定額法によっております。

    耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

    なお、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用しており

ます。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    貸倒損失に備えるため、下

記の基準に基づき計上してお

ります。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    貸倒損失に備えるため、下

記の基準に基づき計上してお

ります。

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

    貸倒損失に備えるため、下

記の基準に基づき計上してお

ります。

① 一般債権

     貸倒実績率によっており

ます。

① 一般債権

同左

① 一般債権

同左

② 貸倒懸念債権及び破産

    更生債権

     財務内容評価法によって

おります。

② 貸倒懸念債権及び破産

    更生債権

同左

② 貸倒懸念債権及び破産

    更生債権

同左

 (2) 賞与引当金

    従業員への賞与の支払いに

備えるため、従業員に対する

賞与の支給見込額のうち、当

中間会計期間に帰属する額を

計上しております。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

    従業員への賞与の支払いに

備えるため、従業員に対する

賞与の支給見込額のうち、当

事業年度に帰属する額を計上

しております。



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき、当中間

会計期間に見合う分を計上してお

ります。

 (会計方針の変更)

当中間会計期間より「役員賞与

に関する会計基準」(企業会計基

準委員会 平成17年11月29日 企

業会計基準第４号)を適用してお

ります。

これにより税引前中間純利益は

10百万円減少しております。

 (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき、当中間

会計期間に見合う分を計上してお

ります。

 (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、当事業年度にお

ける支給見込額に基づき、当事業

年度に見合う分を計上しておりま

す。

 (会計方針の変更)

当事業年度より「役員賞与に関

する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号)を適用しておりま

す。

これにより税引前当期純利益は

30百万円減少しております。

 (4) 退職給付引当金

    従業員等の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

    数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生

時の翌事業年度から費用処理

することとしております。

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理す

ることとしております。

 (4) 退職給付引当金

同左

 (4) 退職給付引当金

    従業員等の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

    数理計算上の差異は、各事

業年度の発生時の従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生

時の翌事業年度から費用処理

することとしております。

    過去勤務債務は、その発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により費用処理す

ることとしております。

 (5) 投資損失引当金

    投資有価証券及び関係会社

株式等の価値の減少による損

失に備えるため、投資先の財

政状態等を勘案し、個別検討

による必要額を計上しており

ます。

 (5) 投資損失引当金

同左

 (5) 投資損失引当金

同左

 (6) 債務保証損失引当金

    関係会社への債務保証の損

失に備えるため、保証先の資

産内容等を勘案して計上して

おります。

 (6) 債務保証損失引当金

同左

 (6) 債務保証損失引当金

同左

 (7) 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく中

間会計期間末要支給額を計上

しております。

 (7) 役員退職慰労引当金

同左

 (7) 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく事

業年度末要支給額を計上して

おります。 



次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

  金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてい

るため、特例処理を採用して

おります。

② ヘッジ手段

     金利スワップ

③ ヘッジ対象

     借入金利息

④ ヘッジ方針

  デリバティブ取引について

の基本方針は経営会議で決定

され、取引権限及び取引限度

額を定めた社内規定を設け、

金利変動リスクを回避する目

的で、金利スワップ取引を利

用することとしております。

５ ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段

同左

③ ヘッジ対象

同左

④ ヘッジ方針

同左

５ ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段

同左

③ ヘッジ対象

同左

④ ヘッジ方針

同左

⑤ ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップについては、

特例処理の要件を満たしてい

るため、ヘッジ有効性判定を

省略しております。

⑤ ヘッジ有効性評価の方法

同左

⑤ ヘッジ有効性評価の方法

同左

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。

６ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

６ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当中間会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号)

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は31,153百万円でありま

す。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しております。

───── （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

当事業年度から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等の適用指針」(企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準適用指針第８号)

を適用しております。

従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は32,413百万円でありま

す。

なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正）

当中間会計期間から、改正後の

「自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11日

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号)

を適用しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

───── （自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正）

当事業年度から、改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準第１号)及び「自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 企

業会計基準適用指針第２号)を適用

しております。

これによる損益に与える影響はあ

りません。

（ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当中間会計期間から「ストック・

オプション等に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第８号)及び

「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基

準委員会 終改正平成18年５月31

日 企業会計基準適用指針第11号)

を適用しております。

これにより税引前中間純利益が２ 

百万円減少しております。

───── （ストック・オプション等に関する

会計基準等）

当事業年度から「ストック・オプ

ション等に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第８号)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準

の適用指針」(企業会計基準委員会

終改正平成18年５月31日 企業会

計基準適用指針第11号)を適用して

おります。

これにより税引前当期純利益が10

百万円減少しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 50,260百万円

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 52,717百万円

※１ 減価償却累計額

有形固定資産 51,526百万円

 

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

保証先
保証額 

(債務保証損失 
引当金控除後)

保証債務

従業員住宅ローン 
保証残高

121百万円

合計 121百万円

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

保証先
保証額

(債務保証損失 
引当金控除後)

保証債務

従業員住宅ローン
保証残高

112百万円

理研汽車配件(武漢)有
限公司借入金保証残高

1,223百万円

合計 1,335百万円

※ 偶発債務

  下記のとおり銀行借入保証を行

っております。なお、金額は当

社の実質保証額であります。

保証先
保証額 

(債務保証損失 
引当金控除後)

保証債務

従業員住宅ローン
保証残高

117百万円

理研汽車配件(武漢)有
限公司借入金保証残高

1,450百万円

合計 1,567百万円

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は７百万円であります。

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は12百万円であります。

※ 輸出為替手形(信用状なし)割引

高は８百万円であります。

※２ 中間会計期間末日満期手形

   中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 100百万円

支払手形 481百万円

設備関係支払手形 ９百万円

※２ 中間会計期間末日満期手形

   中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理をしており

ます。

   なお、当中間会計期間末日が

金融機関の休日であったため、

次の中間会計期間末日満期手形

が、中間会計期間末残高に含ま

れております。

受取手形 251百万円

支払手形 556百万円

※２ 事業年度末日満期手形

   事業年度末日満期手形の会計

処理については、手形交換日を

もって決済処理をしておりま

す。

   なお、当事業年度末日が金融

機関の休日であったため、次の

事業年度末日満期手形が、事業

年度末残高に含まれておりま

す。

受取手形 148百万円

支払手形 601百万円

※ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債のその

他に含めて表示しております。

※ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債のその

他に含めて表示しております。

※     ―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 3百万円

受取配当金 546 〃

生命保険金 
及び配当金

52 〃

技術料収入 207 〃

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 6百万円

受取配当金 687 〃

生命保険金
及び配当金

83 〃

技術料収入 248 〃

※１ 営業外収益のうち重要なもの

受取利息 15百万円

受取配当金 579 〃

生命保険金 
及び配当金

81 〃

技術料収入 472 〃

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 95百万円

たな卸資産 
廃却損

 82 〃

固定資産 
解体費

31 〃

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 121百万円

たな卸資産
廃却損

70 〃

固定資産
解体費

19 〃

※２ 営業外費用のうち重要なもの

支払利息 215百万円

たな卸資産 
廃却損

159 〃

固定資産
解体費

60 〃

 

※３ 特別利益のうち重要なもの

債務保証損失 
引当金戻入額

 104百万円

企業立地促進 
事業補助金

180 〃
 

※３ 特別利益のうち重要なもの

債務保証損失
引当金戻入額

101百万円

※３ 特別利益のうち重要なもの

投資有価証券 
売却益

164百万円

債務保証損失  
引当金戻入額

175 〃

企業立地促進  
事業補助金

180 〃

 

※４ 特別損失のうち重要なもの

固定資産  
廃却損  
(機械装置等  
廃却損)

52百万円

減損損失 38 〃

※４ 特別損失のうち重要なもの

固定資産
廃却損  
(機械装置等  
廃却損)

36百万円

新潟県
中越沖地震 
震災関連費用

 970 〃  

※４ 特別損失のうち重要なもの

固定資産
廃却損  
(機械装置等  
廃却損)

66百万円

減損損失 106 〃



次へ 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※５ 減損損失

当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 建物
新潟県 
柏崎市

2

遊休
機械及び  
装置

新潟県  
柏崎市

23

遊休
機械及び 
装置

埼玉県  
熊谷市

11

合計 38

（経緯）

上記の資産は遊休状態となり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

 正味売却価額、不動産鑑定評価基

準

 

※５ 減損損失

当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

遊休
機械及び
装置

新潟県
柏崎市

3

合計 3

（経緯）

上記の資産は遊休状態となり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

 正味売却価額、不動産鑑定評価基

準

 

※５ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

遊休 建物
新潟県 
柏崎市

3

遊休
機械及び
装置

新潟県  
柏崎市

53

遊休
機械及び
装置

埼玉県  
熊谷市

17

遊休 器具
新潟県  
柏崎市

30

合計 106

（経緯）

上記の資産は遊休状態となり、今

後の利用計画がないため、減損損失

を認識しました。

（グルーピング）

管理会計上の区分を基本とし、将

来の使用見込みがない遊休資産につ

いては個々の資産単位でグルーピン

グしております。

（回収可能評価額の算定方法等）

 正味売却価額、不動産鑑定評価基

準

※ 減価償却実施額

有形固定資産 1,471百万円

無形固定資産 51 〃

※ 減価償却実施額

有形固定資産 1,711百万円

無形固定資産 24 〃

※ 減価償却実施額

有形固定資産 3,175百万円

無形固定資産 96 〃



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 
  

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、市場からの買受け536,000株と単元未満株式の買取り28,496株によるもので

あります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使274,000株と単元未満株式の買増請求1,161株による

ものであります。 
  
当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  
１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取り30,409株によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使72,000株と単元未満株式の買増請求2,404株による

ものであります。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加は、市場からの買受け836,000株と単元未満株式の買取り59,457株によるもので

あります。 

２ 普通株式の自己株式の減少は、新株予約権等の権利行使370,000株と単元未満株式の買増請求2,096株による

ものであります。 

  

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末 
株式数(株)

普通株式 966,396 564,496 275,161 1,255,731

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当中間会計期間
増加株式数(株)

当中間会計期間
減少株式数(株)

当中間会計期間末 
株式数(株)

普通株式 1,489,757 30,409 74,404 1,445,762

株式の種類
前事業年度末 
株式数(株)

当事業年度
増加株式数(株)

当事業年度
減少株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

普通株式 966,396 895,457 372,096 1,489,757



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引    (借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引    (借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引    (借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 
相当額 

(百万円)

機械及び 
装置

1,080 813 266

車両 
運搬具

47 28 18

工具器具 
及び備品

70 43 27

ソフト 
ウェア

15 8 7

合計 1,214 894 319

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

機械及び 
装置

1,080 922 158

車両 
運搬具

34 24 10

工具器具 
及び備品

57 38 18

ソフト 
ウェア

12 7 5

合計 1,184 992 191

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額

(百万円)

機械及び
装置

1,080 868 212

車両
運搬具

41 27 14

工具器具
及び備品

59 37 21

ソフト
ウェア

13 7 5

合計 1,194 940 253

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

同左 (注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により

算定しております。

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 131百万円

１ 年 超 188 〃

 合計 319百万円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 126百万円

１ 年 超 65 〃

 合計 191百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 128百万円

１ 年 超 125 〃

合計 253百万円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算

定しております。

同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利

子込み法により算定しておりま

す。

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 67百万円

(2) 減価償却費相当額 67 〃

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 65百万円

(2) 減価償却費相当額 65 〃

３ 支払リース料及び減価償却費相

当額

(1) 支払リース料 134百万円

(2) 減価償却費相当額 134 〃

４ 減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

 リース資産に配分された減損損失
はありません。

(減損損失について)

同左

(減損損失について)

同左



前へ 

(有価証券関係) 

前中間会計期間 (自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間 (自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(注) ２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。  

 
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

第84期（平成19年４月１日から平成20年３月31日）中間配当については、平成19年11月14日開催の取

締役会において、平成19年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 296.06円 １株当たり純資産額 313.71円 １株当たり純資産額 308.72円

１株当たり中間純利益 18.80円 １株当たり中間純利益 12.56円 １株当たり当期純利益 38.01円

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

18.79円
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

12.56円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

37.97円

項目
前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末
(平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の 
部の合計額(百万円)

31,156 32,970 32,424

中間貸借対照表(貸借対照表)の純資産の 
部の合計額から控除する額(百万円)
新株予約権

 
2

 
18

 
10

普通株式に係る中間期末(期末)の 
純資産額(百万円)

31,153 32,952 32,413

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
中間期末(期末)の普通株式の数(千株)

105,228 105,038 104,994

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間損益計算書(損益計算書)上の 
中間(当期)純利益(百万円)

1,985 1,319 4,006

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間 
(当期)純利益(百万円)

1,985 1,319 4,006

期中平均株式数(千株) 105,580 105,024 105,399

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純
利益の算定に用いられた普通株式増加数
の内容(千株)
新株予約権 102 15 125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり中間(当期)純利益の算定
に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新
株予約権の数279個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。

新株予約権２種類(新
株予約権の数291個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。

新株予約権１種類(新
株予約権の数279個)。 
これらの詳細は、「新
株予約権等の状況」に
記載のとおりでありま
す。

① 中間配当金の総額 525百万円

② １株当たり中間配当額 5円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成19年12月10日



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 平成19年３月１日
至 平成19年３月31日

平成19年４月５日 
関東財務局長に提出。

(2) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 平成19年４月１日
至 平成19年４月30日

平成19年５月10日 
関東財務局長に提出。

(3) 半期報告書の訂正報告書 (第82期中) 自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

平成19年６月５日 
関東財務局長に提出。

(4) 有価証券報告書の訂正報告書 事業年度 
(第82期)

自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

平成19年６月５日 
関東財務局長に提出。

(5) 半期報告書の訂正報告書 (第83期中) 自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日

平成19年６月５日 
関東財務局長に提出。

(6) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 平成19年５月１日
至 平成19年５月31日

平成19年６月６日 
関東財務局長に提出。

(7) 有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第83期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年６月28日 
関東財務局長に提出。

(8) 自己株券買付状況報告書 報告期間 自 平成19年６月１日
至 平成19年６月30日

平成19年７月５日 
関東財務局長に提出。

(9) 自己株券買付状況報告書の 
訂正報告書

報告期間 自 平成19年６月１日
至 平成19年６月30日

平成19年７月５日 
関東財務局長に提出。

(10) 有価証券報告書の訂正報告書 事業年度 
(第83期)

自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日

平成19年10月10日 
関東財務局長に提出。

(11) 臨時報告書 金融商品取引法第24条の５第４項及び
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第12号、第13号並びに第19
号の規定に基づく臨時報告書でありま
す。

平成19年10月18日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

株式会社 リ  ケ  ン 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社リケンの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社リケン及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 寺  尾  仁  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 里  村    豊    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月19日

株式会社 リ  ケ  ン 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社リケンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借

対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社リケン及び連結子会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 里  村    豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 由  良  知  久  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成18年12月20日

株式会社 リ  ケ  ン 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社リケンの平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第83期事業年度の中間会計期間(平

成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計

算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社リケンの平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 寺  尾  仁  之  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 里  村    豊    ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。



独立監査人の中間監査報告書 
 

  

平成19年12月19日

株式会社 リ  ケ  ン 

取締役会 御中 

 

  
 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社リケンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第84期事業年度の中間会

計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社リケンの平成19年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期

間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認め

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 里  村    豊    ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士 由  良  知  久  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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